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長野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 （長野市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 長野市職員の給与に関する条例（昭和41年長野市条例第25号）の一部を次の

ように改正する。 

  第23条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、第６号を第

５号とし、同条に次の２号を加える。 

  (6) 長野市保育所その他の市長が別に定める施設に勤務する職員に係る給食費 

  (7) 職員相互間の親睦団体の会費等 

 

 （長野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 長野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年長野市

条例第17号）の一部を次のように改正する。 

  第25条の次に次の１条を加える。 

  （給与からの控除） 

 第25条の２ 給与条例第23条の規定は、会計年度任用職員の給与からの控除につい

て準用する。 

 

（長野市立学校職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 長野市立学校職員の給与に関する条例（昭和41年長野市条例第96号）の一部

を次のように改正する。 

  第４条第１項中「この章」の次に「（第18条を除く。）」を加える。 

  第18条に次の２号を加える。 

  (7) 当該学校職員に係る給食費及びＰＴＡ会費 

  (8) 職員相互間の親睦団体の会費等 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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長野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（案）要綱 

 

総 務 部 職 員 課 

教育委員会事務局学校教育課 

 事   項      説                 明 

１ 改正の理由 

 

 

本市職員に給与を支給する際に、当該給与から控除することができ

る項目（以下「控除項目」という。）を見直すことに伴い、改正する

もの 

２ 改正の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 長野市職員の給与に関する条例の一部改正（第１条関係） 

    本市職員（会計年度任用職員及び長野市立学校の学校職員 

（以下「学校職員」という。）を除く。以下同じ。）の控除項目に、

長野市保育所その他の市長が別に定める施設に勤務する職員に係る

給食費及び職員相互間の親睦団体の会費等を加える。 

(2) 長野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

改正（第２条関係） 

  本市職員の控除項目に係る規定は、会計年度任用職員（学校職員

である会計年度任用職員を除く。）の控除項目について準用するも

のと定める。 

(3) 長野市立学校職員の給与に関する条例の一部改正（第３条関係） 

  学校職員の控除項目に、当該学校職員に係る給食費及びＰＴＡ会

費並びに職員相互間の親睦団体の会費等を加える。 

３ 施 行 期 日  公布の日から施行する。 

４ 審 議 状 況 

 

(1) 法規審査委員会の決定         ８月 ６日 

(2) 庁 議 の 決 定         ８月２１日 
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長野市職員の給与に関する条例 新旧対照表【第１条関係】 

 

改正後 改正前 

○長野市職員の給与に関する条例 ○長野市職員の給与に関する条例 

昭和41年10月16日長野市条例第25号 昭和41年10月16日長野市条例第25号 

（給与からの控除） （給与からの控除） 

第23条 職員に給与を支給するに際し、法律で定めるもののほか、次の各号

に掲げるものを控除することができる。 

第23条 職員に給与を支給するに際し、法律で定めるもののほか、次の各号

に掲げるものを控除することができる。 

(１) 長野市職員住宅の貸付料 (１) 長野市職員住宅の貸付料 

(２) 長野市職員互助会の掛金、貸付金の償還金等 (２) 長野市職員互助会の掛金、貸付金の償還金等 

（削除） (３) 長野市役所生活協同組合からの購入代金 

(３) 団体取扱いに係る生命保険、損害保険等の保険料又は掛金 (４) 団体取扱いに係る生命保険、損害保険等の保険料又は掛金 

(４) 預金又は貯金 (５) 預金又は貯金 

(５) 職員団体の団体費、貸付金の償還金等 (６) 職員団体の団体費、貸付金の償還金等 

(６) 長野市保育所その他の市長が別に定める施設に勤務する職員に係る

給食費 

（新設） 

(７) 職員相互間の親睦団体の会費等 （新設） 
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長野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 新旧対照表【第２条関係】 

 

改正後 改正前 

○長野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 ○長野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

令和元年８月30日長野市条例第17号 令和元年８月30日長野市条例第17号 

（休職者の給与の支給制限） （休職者の給与の支給制限） 

第25条 略 第25条 略 

 （給与からの控除）  

第25条の２ 給与条例第23条の規定は、会計年度任用職員の給与からの控除

について準用する。 

（新設） 
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長野市立学校職員の給与に関する条例 新旧対照表【第３条関係】 

 

改正後 改正前 

○長野市立学校職員の給与に関する条例 ○長野市立学校職員の給与に関する条例 

昭和41年10月16日長野市条例第96号 昭和41年10月16日長野市条例第96号 

（給料） （給料） 

第４条 給料は、長野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（昭和41年

長野市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。）第２条の規定による

勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）による勤務に対する報酬で

あつて、全ての学校職員（フルタイム会計年度任用学校職員及びパートタ

イム会計年度任用学校職員を除く。以下この章（第18条を除く。）におい

て同じ。）に支給する。 

第４条 給料は、長野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例（昭和41年

長野市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。）第２条の規定による

勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）による勤務に対する報酬で

あつて、全ての学校職員（フルタイム会計年度任用学校職員及びパートタ

イム会計年度任用学校職員を除く。以下この章において同じ。）に支給す

る。 

２ 略 ２ 略 

（給与からの控除） （給与からの控除） 

第18条 学校職員に給与を支給するに際し、法律で定めるもののほか、次の

各号に掲げるものを控除することができる。 

第18条 学校職員に給与を支給するに際し、法律で定めるもののほか、次の

各号に掲げるものを控除することができる。 

(１) 長野市教職員住宅の貸付料 (１) 長野市教職員住宅の貸付料 

(２) 長野県教職員互助組合の掛金、貸付金の償還金等 (２) 長野県教職員互助組合の掛金、貸付金の償還金等 

(３) 長野県高等学校生活協同組合からの購入代金 (３) 長野県高等学校生活協同組合からの購入代金 

(４) 団体取扱いに係る生命保険、損害保険等の保険料又は掛金 (４) 団体取扱いに係る生命保険、損害保険等の保険料又は掛金 

(５) 預金又は貯金 (５) 預金又は貯金 

(６) 職員団体の団体費、貸付金の償還金等 (６) 職員団体の団体費、貸付金の償還金等 

 (７) 当該学校職員に係る給食費及びＰＴＡ会費 （新設） 

 (８) 職員相互間の親睦団体の会費等 （新設） 

 


